
資料1

三重県議会議員の政治倫理に関する条例の一部改正案について

第 1 条例改正の内容

三重県議会議員の政治倫理に関する検討の結果に鑑み、規定の整備を

行うものである。

第2 施行期日

公布の白から施行する。
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議
提
議
案
第
五
号

三
重
県
議
会
議
員
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

右

提

出

す

る

。

令
和
四
年
十
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三
十
一
日

提
出
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三
重
県
議
会
議
員
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
重
県
議
会
議
員
の
政
治
倫
理
に
演
す
る
条
例
(
平
成
十
八
年
三
重
県
条
例
第
八
十
四
号
)

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
構
に
掲
げ
る
規
定
を
照
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
一
不
す
よ
う
に
改
正

す
る
。

改

五

改

五

書官

後

の
一
部
を

(

目

的

)

(

目

的

)

索
一
条
こ
の
条
例
は
、
議
会
政
治
の
根
幹
を
な
す
一
第
一
条
こ
の
条
例
は
、
議
会
政
治
の
根
幹
を
な
す

一
政
治
倫
理
確
立
の
た
め
議
員
の
責
務
可
制
淵
盟
致
治
倫
理
確
立
の
た
め
、
議
員
の
責
務
叫
例
制
側

一
割
矧
樹
割
引
を
定
め
る
剖
斗
凶
判
川
、
議
会
の
秩
序
一
瑚
矧
調
を
定
め
る
叫
叶
叫
叫
、
議
会
の
秩
序
判
名

一
刻
吋
名
誉
を
守
り
、
県
民
の
厳
粛
な
信
託
に
こ
た
一
誉
を
守
り
、
県
民
の
厳
粛
な
信
託
に
こ
た
え
、
も

一
え
、
も
っ
て
清
潔
で
民
主
的
な
県
政
の
発
展
に
寄
っ
て
清
潔
で
民
主
的
な
県
政
の
発
展
に
寄
与
す

一
与
す
る
こ
と
を

E
的

と

す

る

。

一

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

一

(

責

務

)

一

(

責

務

)

一

第

二

条

(

略

)

一

第

二

条

(

略

)

2

議
員
は
、
高
い
倫
理
的
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
一
2

議
員
は
、
高
い
倫
瑳
的
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
副
錯
利
引
出
計
叫
同
ォ
引
例
劃
到
料
謝
る
こ
と
を
削
剣
叫
寸
、
自
ら
叫
伺
到
を
厳
し
く
律

関
科
ぴ
刻
刻
同
引
だ
ぷ
新
劉
同
制
刻
ー
、
自
ら
を
厳
一
す
る
と
と
も
に
、
県
民
の
代
表
と
し
て
良
心
判
費

し
く
律
す
る
と
と
も
に
、
県
一
民
の
代
表
と
し
て
良
一
任
感
を
持
っ
て
、
議
員
の
品
位
を
保
持
し
、
識
見

心
刻
吋
責
任
感
を
持
っ
て
、
議
員
の
品
位
を
保
持
一
を
養
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
識
見
を
養

5
ょ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

(

略

)

(

路

)

(

政

治

倫

理

規

準

)

(

政

治

倫

理

規

準

)

第
三
条
議
員
は
、
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
一
第
三
条
議
員
は
、
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
)
、
公
職
選
挙
法
(
昭
和
二
十
法
律
第
六
十
七
号
)
、
公
職
選
挙
法
(
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
号
)
、
政
治
資
金
規
正
法
(
昭
和
五
年
法
律
第
百
号
)
、
政
治
資
金
規
正
法
(
昭
和

し、
。

3 
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二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
)
等
の
諸
規
定
と

と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
政
治
倫
理
規
準
を
遵
守
し

て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
議
員
の
品
伎
と
名
誉
を
損
な
う
行
為
に
よ

り
、
県
民
の
議
会
に
対
す
る
信
頼
を
損
ね
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

斗
刈
樹
倒
割
伺
利
ベ
岩
例
制
矧
淵
リ
ォ
刈
樹
洲

朝
劃
剖
利
引
当
劃
到
寸
寸
刻
刻
倒
ベ
制
刺
叫
凶
明

三

重

県

例

第

二

十

一

ー

一

一

ぺ
樹
倒
割
伺
刻
刻
パ
列
司
以
吋
叶
叶
叫
剖
吋
判
け

て
閉
じ

)

l

t

を
担
う
こ
と

の

一

一

の

行

っ

た

人

権

侵

害

行

為

に

刻
利
引
費
減
制
覇
到
例
剰
刺
剖
叫
倒
叫
ぺ
樹

倒
割
伺
利
引
側
同

対
川
d
H
d

斗

そ

の

樹

闘

を

劃

用

し

又

は

そ

の

凶

t
を
桐

当
叫
利
用
し
て
、
自
己
刻
吋
特
定
の
者
の
利
益

を
図
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

四

二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
)
等
の
諸
規
定
と

と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
政
治
倫
理
規
準
を
遵
守
し

て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

謝

到

同

1
議
員
の
品
位
と
名
誉
を
損
な
う
行

為
に
よ
り
、
県
民
の
議
会
に
対
す
る
信
頼
を
損

ね
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

剰
員
削
、
そ
の
樹
附
射
樹
倒
を
利
用
し
て
、

自
己
叫
特
定
の
者
の
利
益
を
図
つ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

斗

観

民

間

1
利
益
を
街
剖
斗
斗
剖
目
的
と
し

て
、
関
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
締
結
す
る

売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
又
は
特
定

の
者
に
対
す
る
行
政
庁
の
処
分
に
関
し
、
特
定

の
者
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
働
き
か
け
を
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

叫

観

劇

同

1
公
正
を
疑
わ
れ
る
よ
う
な
金
ロ
聞
の

授
受
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

判

謝

民

側

叫
i

道
義
的
な
批
判
を
受
け
る
よ
う
な

政
治
活
動
に
関
す
る
虫
剤
附
を
受
け
な
い
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
資
金
管
理
問
体
に
、
同
様
の
寄
附

を
受
け
さ
せ
な
い
こ
と
。

対

銅

剣

凶

d
l

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公

務
員
又
は
関
係
閉
体
(
指
定
管
理
者
を
含
む
。
)

の
役
員
若
し
く
は
職
員
に
対
し
、
そ
の
権
限
又

は
そ
の
地
位
に
よ
る
影
響
力
を
刻
同
封
斗
討

に
よ
り
公
正
な
職
務
の
執
行
を
妨
げ
る
等
不

、
当
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

(

審

査

の

請

求

)

(

審

査

の

請

求

)

一
第
四
条
議
員
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
政
治
倫
混
一
第
西
条
議
員
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
政
治
倫
理

規
準
ベ
凶
寸
斗
叫
斜
刻
矧
対
斜
凶
科
川
」
U

規
準
に
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

自
己
又
凶

組

の

の

利

益

を

自

的

と

し

て
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
締
結
す
る

充
実
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
又
は
特
定

の
者
に
対
す
る
行
政
庁
の
処
分
に
関
し
、
特
定

の
者
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
働
き
か
け
を
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

判
公
正
を
疑
わ
れ
る
よ
う
な
金
品
の
授
受
を

行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

六
道
義
的
な
批
判
を
受
け
る
よ
う
な
政
治
活

動
に
関
す
る
寄
附
を
受
け
な
い
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
資
金
管
理
団
体
に
、
同
様
の
寄
附
を
受
け

さ
せ
な
い
こ
と
。

七
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
文

は
関
係
団
体
(
指
定
管
理
者
を
含
む
。
)
の
役

員
若
し
く
は
職
員
に
対
し
、
そ
の
権
限
文
は
そ

の
地
位
に
よ
る
影
響
力
を
利
刷
叫
寸
1
公
正
な

職
務
の
執
行
を
妨
げ
る
等
不
当
な
行
為
を
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
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淵
倒
規
制
明
」
と
い
う
q
l
〕
の
い
日
制
に
反
す

る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
員
の
定
数

の
十
二
分
の
一
以
上
の
議
員
の
連
署
に
よ
り
議

長
に
審
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
審
査
の
誇
求
は
、
理
由
を
明
ら
か

に
し
た
文
書
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(

審

査

会

の

設

置

)

(

審

査

会

の

設

置

)

有
用
五
条
議
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
審
査
の
誇
求
一
第
五
条
議
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
審
査
の
請
求

が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
す
る
た
め
、
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
資
す
る
た
め
、
議

会
運
営
委
員
会
例
謝
料
同
判
川
、
議
会
に
三
重
県
会
運
営
委
員
会
同
剰
川
、
議
会
に
三
重
県
議
会
議

議
会
議
員
政
治
倫
理
審
査
会
(
以
下
「
審
査
会
」
員
政
治
倫
理
審
査
会
(
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
)

と

い

う

。

)

を

速

や

か

に

設

置

す

る

。

を

速

や

か

に

設

置

す

る

。

(
略
)

(

審

査

会

の

運

営

)

(

審

査

会

の

運

営

)

第
六
条
審
査
会
の
運
営
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
一
第
六
条
審
資
会
の
運
営
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

」
l

樹
到
判
明
同
ォ
封
劇
剰
刺
捌
鋼

U
1到
謝
剖
割

割
引
制
司
叶
剖
リ
ー
割
問
剣
劇
倒
吋
闘
州
判
H
q

劉
到
斜
同
調
剤
州
制
斜
吋
剖
叶
i

二

・

三

(

賂

)

剛
審
査
会
は
、
審
査
の
請
求
を
さ
れ
た
議
員
に

っ
き
、
政
治
倫
理
規
準
例
川
引
料
利
に
反
し
、

政
治
的
又
は
道
義
的
に
責
任
が
あ
る
と
認
め

た
場
合
同
斗
謝
到
吋
刻

U
剣
周
到
謝
斜
叫
判
叶

制
例
創
出
町
制
刻
刻
刻
割
到
叫
矧

る。

ワム“

(
J
F
D

(
略
)

削
叶
劃
貫
一
実
J
問
、
創
剰
を
州
問

利
引

1

1
到
周
到
叶
割
判
料
利
る
と
き
又
同
劃
員
長
が

対
叶
対
叶
剖
同

1
副
詞
周
到
利
引
叫
制
税
制
何

日
引
司
l

申 る
ヨ司

制刊
4

v

審
査

uaは

出
劇
劃
員
の
弓
到
の
二
例
』
の
銅
剣
叫

4
H引

カ

る

口

I

に

付
利
寸
剣
民
制
観
判
明
同
利
同
制
閥
剥
叫
創
出
同

J
ー

出
劇
剥
リ
寸
叫
謝
料
州
削
剣
例
創
出
削
1
倒
瑚
矧

伺
例
創
出
町
対
同
副
例
制
出
町
外
斗
オ
凶

の
組
め
に
州
が
わ
ら

議
員
の
定
数
の
十
二
分
の
一
以
上
の
議
員
の
連

暑
に
よ
り
議
長
に
審
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
審
査
の
誇
求
は
、

理
由
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
も
っ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

。
向
〈
J
F
D

斗
1

・4

↓

一一
一

(
略
)

審
査
会
は
、
審
査
の
請
求
を
さ
れ
た
議
員
に

つ
き
、
矧
司
↓
剖
刑
制
剖
同
捌
叶
副
叫
政
治
倫
理
規
準

に
反
し
、
政
治
的
又
は
一
道
義
的
に
責
任
が
あ
る

と
認
め
た
場
合
寸
ォ
謝
剣
淵
閥
制
創
出
吋
倒
酬
明

矧
倒
叫
創
出
同
矧
劃
到
刻
創
出
向
創
阿
刻
叶
叶
制

謝
到
剰
刺
剖
樹
桝
叫
利
引
け
む
引
叶
剖
同
η
出

刺
謝
尉
当
斗
剣
例
」

C1I 



以
μ
ぃ
一
の
創
出
口
を
刻
め
る
審

申
引
制
叶
叶
叫
科
寸
剖
剖
4
j

」
ベ
樹
劃
判
明
同
ォ
矧
剛
矧
吋
刻
め
る
樹
到
の
結

を
答
申
し
な
し
主
で

5

を
さ

制
謝
刷
用
例
制
制
刻
剖
倒
引
引
剖
到
州
制
引
け
C

.
制
州
剖
斗
割
削
ォ
謝
到
吋
矧
叫
剖
税
調
出
馬
d
M相

制
剖
同
制
利
引
制
叫
叶
剖
到
司
認
州
制
覇
薗

引
利
引
利
剣
剖
叫
叫
叶
引
制
d

の
結
果
を
答

十|吋
ーII を

叶司

(
路
)

側
『

1
斗

ベ
審
査
会
の
会
議
は
、
岡
町
別
と

U
℃
矧
制
開
と

判
列
。

(
略
)

九|

(
略
)

審
査
会
の
会
議
は
、
こ
を
側
関
引
る
。

た
矧

U
1割
到
斜
洲
以
到
叫
剰
刻
刻
剖
剖
同
叶

斗
判
制
斜
闘

U
刻
川
ゴ
叶
料
寸
割
引
。

叶

斗

(

路

)

叶
斗
割
到
斜
叫
斜
謝
叫
倒
剰
吋
寸
け
で
凶
」

劃
刺
謝
剥
司
須
劇
斜
斜
倒
ベ
岡
刺
ヨ
刊
J
j

尉
斜
側
斜
』
川
創
叶
創
刊
刈
斜
例
制
腕

叫
訓
引
ω

十
四

委
員
長
凶
刻
糊
買
を

U
て、

U

判官

5
の

必

な

を

面

し

た

録

を

同
制
引
制
川
d

せ
な
け

要lさ

2 

調
劃

U

判
官
は
、
前

ら
な
か
っ
た

員
の
名
誉
を
回
復
す
る
こ
と
が
必

制
刈
剖
叶
剖
同
ォ
税
制
側
樹
矧
哨
叫
劇
』
引
る
事

利
樹
剖
叫
対
川
出
町
制
謝
到
同
制
出
町
村
副
斜
珂
罫

叫
樹
圏
剖
調
利
引
叫
例
叶
吋
剖
叶
|

酬
明
に
め
る
も
の
の
同
州
、
審
資
会
の
運
営
一
3
審
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
そ
の

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
都
度
、
委
員
長
が
一
都
度
、
委
員
長
が
審
査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

審
査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
o

i

一

(

議

長

へ

の

報

告

)

一

(

議

長

へ

の

報

告

)

一
第
七
条
委
員
長
は
、
審
査
の
結
果
に
つ
い
℃
議
長
第
七
条
樹
到
判
司
叫
委
員
長
は
、
審
査
の
結
果
に
つ

一

に

報

告

す

る

も

の

と

す

る

。

一

い

て

議

長

に

報

告

す

る

も

の

と

す

る

。

一

(

審

査

の

結

果

の

通

知

及

び

公

表

)

一

(

審

査

の

結

果

の

通

知

及

び

公

表

)

一
第
八
条
議
長
は
、
制
斜
倒
樹
到
倒
矧
剰
判
別
対
叶
劃
第
八
条
議
長
は
、
調
到
斜
利
引
樹
謝
料
用
の
報
告

到
矧
剰
叶
司
け
つ
J
i
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
を
受
け
た
と
き
は
、
審
変
の
請
求
を
し
た
議
員
及

審
査
の
請
求
を
し
た
議
員
及
び
審
査
の
請
求
を
び
審
査
の
誇
求
を
さ
れ
た
議
員
に
対
し
て
樹
劃

さ
れ
た
議
員
に
対
し
て
割
到
矧
剰
を
通
知
し
、
次
州
制
剰
を
通
知
し
、
次
条
第
一
項
叫
矧
創
利
引
意

条
第
一
項
叫
矧
創
吋
利
引
意
見
書
の
提
出
の
有
見
書
の
提
出
の
有
無
を
確
認
の
上
、
調

無
を
確
認
の
上
、
謝
到
総
射
を
公
表
し
な
け
れ
ば
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

口、



な
ら
な
い
。

(

意

見

書

の

提

出

及

び

公

表

)

(

意

見

書

の

提

出

及

び

公

表

)

第
九
条
審
査
の
請
求
を
さ
れ
た
議
員
は
、
前
条
の
駕
九
条
審
査
の
誇
求
を
さ
れ
た
議
員
は
、
前
条
の

規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
額
謝
料
刻
一
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
樹
到
叫
剰

に
つ
い
て
、
議
長
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
一
剰
に
つ
い
て
、
議
長
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る

と

が

で

き

る

。

一

こ

と

が

で

き

る

。

2
議
長
は
、
前
項
の
規
定
叫
刻
刻
創
尉
嵩
倒
樹
剖
4
2
議
長
は
、
前
項
の
規
定
同
利
引
商
用
語
科
樹
凶

科
料
寸
科
と
き
は
、
謝
到
剰
刺
の
公
表
に
当
た
剖
刊
吋
と
き
は
、
謝
到
叫
矧
到
の
公
表
に
当
た

り
、
意
見
書
の
全
部
又
は
概
要
を
併
せ
て
公
表
す
り
、
意
見
書
の
全
部
又
は
概
要
を
併
せ
て
公
表
す

る

も

の

と

す

る

。

る

も

の

と

す

る

。

2 

(

措

置

)

(

措

置

)

棄
十
条
議
長
は
、
審
査
結
果
の
報
告
を
受
け
た
と
一
第
十
条
議
長
は
、
樹
到
』
司
、
D
ら
ー
審
査
結
果
の
報
告

き
は
、
創
出
削
引
例
制
叫
審
査
会
が
必
要
と
認
め
る
を
受
け
た
と
き
は
、
審
査
会
が
必
要
と
認
め
る
措

措

置

を

講

じ

る

こ

と

が

で

き

る

。

震

を

講

じ

る

こ

と

が

で

き

る

。

2

(

路

)

(

略

)

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
出
来
淫
由

一
二
重
県
議
会
議
員
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
検
討
の
結
果
に
鑑
み
、
規
定
の
整
備
を
行
う
必
婆
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

、」


